
vol.45
2022年
5月30日

労働時間の上限規制適用まであと2年！
建設業界の働き方改革！

今回の日合商解説（vol.45）では、2024年に迫る建設業の働き方改革に向けて
流通事業者はもちろん、住宅会社・工務店も含めてどのような対策が必要にな
るのか、４つのポイントについて解説していきます。

建設業の所定内労働・所定外労働①
少子高齢化が進み、技術継承や次世代育成に遅れが生じている②
若手人材の確保の為に、建設業界が行う働き方改革とは？③
働き方改革の「国が推進する基本分野」と「実際の企業継続」④
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建設業では、2024年4月1日から罰則付きの時間外労働の上限規制が適用され
ます。上限規制の時間は月45時間、年360時間です。臨時的な特別な事情が
ある場合でも、単月で100時間未満、複数月平均80時間以内、年720時間以内
に収める必要があります。

建設業の所定内労働・所定外労働①

建設業は、所定内労働が他産業と
比べても多い傾向があります。

「所定内労働とは？」
各事業所の就業規則で定められた
始業時刻と終業時刻の間の、休憩
時間を除いた実労働時間のこと。

「所定外労働とは？」
時間外労働・残業とよばれるもの
です。全産業と比べても建設業は
多めです。運輸業・流通業もかか
ると更に多い想定です。



少子高齢化が進み、技術継承や次世代育成に遅れが生じている②

建設業就業者は、55歳以上が
約34％、29歳以下が約11%と
なっており、平成28年時点で
も高齢化が進行していました
が、現状はその幅は広がって
いる予想です。

次世代への技術承継が大きな
課題となっていますが、高齢
化している就業者自身も新た
に教育も必要とされており
（現場へのデジタルツール導
入等によるITリカレント教
育）実施が遅れている要因と
なっています。

若手人材の確保の為に、建設業界が行う働き方改革とは？③

大量離職が予想される建設業
界では、そもそも分母の少な
い若い人材の確保を行う為に
就業体制の見直しや業務その
ものの改革が急務だとされて
います。
既に団塊世代の多くは引退を
始めており、5年後にはほとん
どの団塊世代が業界から引退
する可能性があります。

建設業界の働き方改革は、2024年に迫る法規制に対応するだけでなく、事業継続
を視野に入れた対策が必要になってきています。若年入職者の確保・育成に必要
な就業体制で必要なことは「能力と時間に見合った適正な賃金体系」「現在のラ
イフスタイルに見合った就業体制」「コンプライアンス（法令遵守）」「ガバナ
ンス（ルール統治・統制）」となります。



「国が推進する基本分野」
国土交通省では、建設業においての働き方改革の推進すべき事例を挙げています。所定内
労働時間を減らす為に、他の産業では一般的になっている週休２日制度の導入やICT・デジ
タルツールを活用した生産性向上について言及しています。
また人材面では女性の活躍推進や、職場環境について「女性も活用しやすい」という文言
が入っています。国の認識は、建設業は遅れており、標準レベルに底上げすることが先決
とされています。

働き方改革の「国が推進する基本分野」と「実際の企業継続」④

「実際の企業継続」
これらは「基本的に」推進すべき
内容とされており、事業継続まで
考えるのであれば、国土交通省が
推進する内容だけでなく、ゴーイ
ング・コンサーン（継続企業の前
提）を押さえておく必要がありそ
うです。
具体的に取り組んでいる企業は、
目先の売上ベースの経営では、事
業継続性が乏しくなり先細り感が
出てくる可能性が出てくるので、
「売上至上主義」よりも「事業継
続性」に着目してヒトモノカネの
再編を行っているのが現状です。

国の推進する基本を押さえておく
だけでなく「若い人材を確保し、
次世代事業展開に向けた育成」を
押さえておく必要があるようです。

整理要素 指標・方向性

賃金 能力と時間に見合った形で現在より平均20％UP
（参考：先進国基準）

就業体制 現在のライフスタイル・生活様式に見合った
休める・残業のない就業体制

コンプライアンス
（法令遵守） 倫理観、公序良俗などの社会的な規範の徹底

ガバナンス
（ルール統治・統制）

健全な企業経営を行うために求められる管理体制の
構築や企業の内部統治・業務の見える化・明確化


